
25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

調査方法の検討
調査方法の継続
検討

調査方法の継続
検討

調査（これまでの
実績整理）

調査（これまでの
実績の整理）

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）：73件

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）：80件

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）：102件

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）： 92件

緑化重点地区の
指定

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑化重点地区の
指定

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑化重点地区の
指定

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

情報収集・検討 情報収集・検討
一部の公園敷地
内で試行調査の
実施

調査（富士見・神
田地区）

調査（大丸有・霞
が関地区）

・調査（麹町・永田
町地区） 保存制度の検討 保存制度の検討 保存制度の検討

他自治体の情報
収集

大径木の必要性
を含め調査対象
木の選定及び進
め方検討

・千鳥ヶ淵公園、
清水谷公園で大
径木調査実施
・区全域調査の
手法検討

調査実施（富士
見・神田地区）

調査実施（大丸
有・霞ヶ関地区）

調査実施（永田
町・麹町地区）

再調査・保存制度
の検討

保存制度の検討

制度の周知 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

公園（7か所）道
路（10か所）にお
いて草花の植え
替え実施

公園（7か所）道
路（8か所）におい
て草花の植え替
え実施

公園（8か所）道
路（7か所）におい
て草花の植え替
えを実施

公園（8か所）道路
（7か所）において
草花の植え替え
実施

公園（7か所）道路
（7か所）において
草花の植え替え
実施

公園（7か所）道路
（7か所）において
草花の植え替え
実施

公園（7か所）道路
（7か所）において
草花の植え替え
実施

公園（7か所）道路
（8か所）において
草花の植え替え
実施

概要の検討
類似制度の調査
実施

表彰制度構築 表彰制度開始 継続 継続 継続 継続 継続

表彰制度を構築
する手順等の検
討

①表彰制度に関
する情報収集
②区が創設する
表彰制度の概要
検討

生物多様性推進
会議での検討を
踏まえ制度を構
築

募集期間：6月15
日～9月30日
応募件数：5件（事
業者2、団体1、個
人2）
受賞：5件

募集期間：6月1日
～9月30日
応募件数：7件（事
業者2、団体2、個
人3）
受賞：5件

募集期間：6月1日
～10月1日
応募件数：2件（事
業者1、個人1）
受賞：2件

募集期間：6月3日
～9月30日
応募件数：1件（事
業個人1）
受賞：1件

募集期間：6月1日
～9月30日
応募件数：3件（事
業1、団体1、個人
1）
受賞：3件

ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

内容 No 項目（事業名） 内　　　容　 担当部署 取組み
計画(上段)　/　実績（下段）

２　生物
多様性の
保全活動
が続けら
れる仕組
みを作り
ます

③
アダプトシス
テムの推進

道路や公園の清掃活動や草花の手入
れなどを行うアダプトシステムを推
進します。

道路公園課
道路・公園等の清掃活動や草花の
手入れなどを行うアダプト制度の活
用について、広報活動に努めます。

〇評価　●課題等

１　生物
多様性が
保全され
ている場
所を守り
続けます

①
緑地の指定

【重点】

生物多様性の中核地や、生きものの
分布拡大に資する拠点として、緑の
基本計画などで緑地を指定し保全し
ます。

景観・都市計画
課
（道路公園課）
（環境政策課）

公園等において、生物多様性の中
核地や分布拡大に資する拠点性の
調査を行い、緑の基本計画などで
緑地として指定し保全します。

〇大規模開発などの計画における
千代田区景観まちづくり条例に基
づく事前協議の際に、外来種では
なく在来種を植樹するように指導
を行っている。東京都環境局が示
している「植栽時における在来種
選定ガイドライン～生物多様性に
配慮した植栽を目指して～」を参
考に、設計者に助言している。

●緑の基本計画の改定は千代田
区都市計画マスタープランの関連
部分と合わせることが望ましいこと
から、その改定に合わせて検討・
協議することが必要。

② 大径木の保存

〇地域主体で草花の植え替え等
を行っており、一年を通し、季節に
応じた草花に触れ合える環境が
整っている。

●参加人数が少なくなっている場
所については、範囲の再検討が必
要。

④
生物多様性表
彰制度の創設

個人や事業者などの生物多様性に関
する優秀な取組みを表彰します。

環境政策課
平成27年度に制度を構築し、平成
28年度から制度の運用を始めま
す。

〇PR方法について、広報紙・区
HP・フェイスブック・ツイッターのほ
か、委託業者に依頼してメーリング
リストによる周知をしたり、副校園
長会で応募の呼びかけを実施し
た。

●応募件数が少ないため、再度周
知方法等を検討し、取組みのすそ
野を広げていく必要がある。

生物多様性に寄与する大径木を保存
するための制度を構築します。

環境政策課
民有地にある大径木を保存するた
めの制度についての検討を進めま
す。

〇保存制度策定に向けた庁内検
討会を開催し、意見交換を行っ
た。

●庁内検討会において課題が出
たため、引き続き関係部署と調整
しながら保存制度の検討をしてい
く必要がある。

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

検討 調整等 道路2か所　調整
公園等１か所　調
整

道路　調整
公園等　調整

道路　調整
公園等　調整

道路　調整
公園等　調整

道路　調整
公園等　調整

道路　調整
公園等　調整

調査業務や、地
元協議会におい
て街路樹等の設
置について協議
の実施

地元協議会にお
いて街路樹等の
設置について検
討

神田警察通りⅠ
期、明大通りの2
か所で検討

【道路】
神田警察通り及
び明大通り調整
中
【公園等】
東郷元帥記念公
園調整

【道路】
大門通りⅠ期調
整
【公園等】
東郷元帥記念公
園調整

【道路】
大門通りⅡ期調
整
【公園等】
東郷元帥記念公
園調整

【道路】
大門通りⅢ期調
整（在来種による
植栽）
【公園等】
錦華公園調整

【公園等】
錦華公園調整

検討 検討
１か所で調査を実
施

検討 検討 検討 検討 検討 検討

国土交通省の
「都市内緑地にお
ける生物多様性
に関する調査」で
錦華公園の調査
実施

新たに清水谷公
園の池の清掃に
合わせた生物生
育状況調査に関
する検討の実施

清水谷公園の池
清掃に併せ生物
生育状況を確認

公園内の下水道
工事で生育環境
に影響ないか適
宜工事状況を確
認

公園の改修に合
わせ、生きものの
生息空間づくりを
検討した

公園の改修に合
わせ、生きものの
生息空間づくりを
検討した

錦華公園の改修
に合わせ、生きも
のの生息空間づく
りを検討中

錦華公園の改修
に合わせ、生きも
のの生息空間づく
りを検討中

・ビオトープに関
する情報収集
・助成の継続
（以降も継続）

ビオトープの役割
や効果等情報収
集

区で進めるビオ
トープ基準の検討

ビオトープ調査
（富士見・神田地
区）

ビオトープ調査
（大丸有・霞ヶ関
地区）

ビオトープ調査
（永田町・麹町地
区）

ビオトープの設置
推進を図るため
の検討

ビオトープの設置
推進を図るため
の検討

ビオトープの設置
推進を図るため
の検討

・助成制度の運
用
・庁内での勉強会
の実施

・助成制度の運
用
・庁内での勉強会
の実施

ビオトープの定義
の検討

ビオトープ調査実
施（富士見・神田
地区）

ビオトープ調査実
施（大丸有・霞ヶ
関地区）

ビオトープ調査実
施（永田町・麹町
地区）

ビオトープの設置
推進を図るため
の検討

ビオトープの設置
推進を図るため
の検討

検討 設計 工事 工事 工事 工事・竣工
移設後の定着を
観察

・お茶の水小学
校、幼稚園
解体、工事

工事

九段小学校・幼
稚園の整備計画
でビオトープ設置
について検討

設計において約9
㎡のビオトープを
計画（現状4㎡）

平成27年11月工
事着工
（現在解体等の
施工中）

平成28年度は建
築工事を中心に
施工。その中で地
中障害物がある
ことが判明したた
め工期を延長し、
平成30年度2学期
から供用を開始
する計画に変更し
た。

平成30年7月末竣
工に向け工事中

平成30年7月末竣
工

・九段小学校
教育活動で利用
している
・お茶の水小学
校、幼稚園整備
計画でビオトープ
設置を計画

令和２年12月工
事着工

〇錦華公園の改修計画に、生物
の生息環境をなるべく保存する
為、園内樹木を活かした計画内容
にしている。

●樹木の選定や伐採については、
沿道の状況を踏まえ地域と協議し
ながら慎重に行う必要がある。

⑥
ビオトープづ
くりなどの推
進

区内の公園、学校や庁舎等、公共施
設において、ビオトープづくりを進
めるなど、生きものの生息空間づく
りを推進します。
また、区内事業者などによる、その
地域や立地条件に合った生きものの
生息空間づくりを支援します。さら
に環境省が策定中の「千鳥ヶ淵環境
再生プラン」についても、協力して
いきます。

道路公園課
（公園）

公園改修等の際、ビオトープ設置に
ついて検討を行います。

〇錦華公園改修計画において、整
備を検討中。

●生きものの生息地や遊具、広場
等を共存させるためには、地域の
理解が必要である。

環境政策課
（助成）

公共施設の整備、改修に合わせた
緑地の整備を所管部署と協議しま
す。
ヒートアイランド対策助成制度を周
知し、制度の活用を図ります。（助
成制度の詳細は⑩）

○区有施設の新規計画がなかっ
たことから、今後の検討を行った。

●引き続き、区内事業者などに対
し、ヒートアイランド対策助成制度
の周知を行っていく必要がある。

⑤

生きものに配
慮した公園づ
くりや街路樹
整備の推進

【重点】

区内の区立公園、児童遊園、こども
の広場といった公園や街路樹におい
て、都市緑化植物ガイドラインを活
用し、樹種選定や植栽配置・管理方
法の工夫などにより、生きものの生
息に配慮した緑化を推進します。
また、国や都、隣接する自治体が管
理する区内外の街路樹についても、
同様の取組みへの協力・連携を呼び
かけます。

道路公園課

道路・公園の整備計画において、都
市緑化植物ガイドラインを基に、生
物の生息環境に配慮した整備計画
を実施していきます。

子ども施設課
（学校）

学校の改築等の際、ビオトープの
設置について検討していきます。

○お茶の水小学校、幼稚園は、従
来の校舎には、ビオトープがな
かったが新しい校舎には、屋上に
設置を計画

●整備計画、令和５年５月竣工予
定

３　生き
ものの生
息空間づ
くりを推
進します
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

適合性や基準調
査

基準等検討 基準等検討
これまでの実績
整理

これまでの実績
の整理

基準案の検討 基準案の検討 基準案の検討 基準案の検討

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）

地区計画におけ
る緑化施設の誘
導

地区計画におけ
る緑化施設の誘
導

地区計画におけ
る緑化施設（在来
種）の誘導
大規模敷地にお
ける緑化率の最
低限度を定めて
いる地区：15地区

地区計画におけ
る緑化施設（在来
種）の誘導
大規模敷地にお
ける緑化率の最
低限度を定めて
いる地区：15地区

基準案の検討 基準案の検討 基準案の検討

「基本計画改定
方針」の策定

基本計画の改定

「ちよだみらいプ
ロジェクト」の進捗
管理
（行政評価制度
の再構築）

「ちよだみらいプ
ロジェクト」の進捗
管理

「ちよだみらいプ
ロジェクト」の進捗
管理

「ちよだみらいプ
ロジェクト」の進捗
管理

基本計画の見直
し検討

見直し結果を踏ま
えた「ちよだみら
いプロジェクト」の
進捗管理

見直し結果を踏ま
えた「ちよだみら
いプロジェクト」の
進捗管理

「基本計画改定
方針」の策定
（平成26年3月）

「ちよだみらいプ
ロジェクト」の策定
（平成27年3月）

行政評価制度の
再構築

行政評価（一次評
価）の実施

行政評価（二次評
価）の実施

２サイクル目の行
政評価（一次評
価）の実施

基本計画の見直
しを実施

行政評価制度の
再構築

調査方法の検討
調査方法の継続
検討

調査方法の継続
検討

調査（これまでの
実績整理）

調査（これまでの
実績の整理）

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）

緑化計画の指導
（在来種の植
樹）：73件

緑化計画の指導
（在来種の植
樹）：80件

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）：102件

緑化計画におい
ての助言（在来種
の植樹）： 92件

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

緑化重点地区の
指定

緑の基本計画へ
の記載方法の検
討

情報収集 情報収集
在来種植栽に関
する指導マニュア
ル作成

緑化指導への
反映

緑化推進要綱の
改正

生物多様性に配
慮した緑化指導

生物多様性に配
慮した緑化指導

生物多様性に配
慮した緑化指導

生物多様性に配
慮した緑化指導

緑化指導におい
て在来種導入を
指導（他自治体
情報収集は未実
施）

緑化指導におけ
る生物多様性配
慮事項に関する
情報収集

在来種植栽に関
する指導マニュア
ル作成

緑化計画に在来
種を植栽するよう
指導

生物多様性への
配慮事項を明記
するため、緑化推
進要綱の改正

生物多様性に配
慮した緑化指導

生物多様性に配
慮した緑化指導

生物多様性に配
慮した緑化指導

基本計画の見
直し

区の基本計画の見直しの際に、積極
的に生物多様性の視点を取り入れ、
各施策への浸透を図ります。

◆企画課

平成25年度に策定した「基本計画
改定方針」に基づき、生物多様性の
視点を踏まえながら、平成26年度
に「ちよだみらいプロジェクト-千代
田区第3次基本計画2015-」を策定
しました。策定した計画に基づいて
生物多様性の推進が図られるよう、
計画に掲げた施策の目標の進捗管
理を行っていきます。

○これまでの行政評価の取組みも
踏まえ、ちよだみらいプロジェクト
の計画期間である令和６年度ま
で、どのように進捗管理を行ってい
くのかなどを検討し、行政評価制
度を再構築しました。
●「生物多様性の推進」が図られ
るよう、「ちよだみらいプロジェクト」
に掲げた施策の目標の進捗管理
を引き続き、行っていく必要があり
ます。

⑨

緑の基本計
画・緑化推進
要綱の改定

緑の基本計画を改定し、生きものの
生息環境のネットワークに配慮する
など、生物多様性の視点による緑化
の考え方を盛り込みます。
また、緑化推進要綱を改定し、在来
樹種や生きものの生息に適した樹種
の使用など、生物多様性に配慮した
緑化の基準を追加します。

◆景観・都市計
画課
（緑の基本計
画）

道路公園課
環境政策課

区の生きものの生息状況や生物多
様性を踏まえ、緑の基本計画等の
改定の検討を進めます。

〇大規模開発などの計画における
千代田区景観まちづくり条例に基
づく事前協議の際に、外来種では
なく在来種を植樹するように指導
を行っている。東京都環境局が示
している「植栽時における在来種
選定ガイドライン～生物多様性に
配慮した植栽を目指して～」を参
考に、設計者に助言している。

●緑の基本計画の改定は千代田
区都市計画マスタープランの関連
部分と合わせることが望ましいこと
から、その改定に合わせて検討・
協議することが必要。

緑の基本計
画・緑化推進
要綱の改定

緑の基本計画を改定し、生きものの
生息環境のネットワークに配慮する
など、生物多様性の視点による緑化
の考え方を盛り込みます。
また、緑化推進要綱を改定し、在来
樹種や生きものの生息に適した樹種
の使用など、生物多様性に配慮した
緑化の基準を追加します。

◆環境政策課
（緑化推進要
綱）

緑化推進要綱に生物多様性への配
慮事項を明記することについて検
討します。

○新築の設計者に対し、在来種リ
ストを窓口で配布し、在来種植栽
を促進した。

●努力義務であるため、まだ在来
種を積極的に植栽するケースは少
ない。引き続き在来種の植栽を促
進していく必要がある。

４　既存
の制度や
事業に生
物多様性
の視点を
取り込み
ます

⑦
地区計画制度
の活用

地区計画に生物多様性の視点を取り
入れます。

◆景観・都市計
画課
麹町地域まちづ
くり課
神田地域まちづ
くり課

生物多様性の視点を導入するに当
たり、法との適合性や基準等の調
査・検討等を行い、地区特性に応じ
た生物多様性のあり方を検討し、関
係権利者との合意のもと地区計画
制度を活用していきます。

○地区計画区域内おける行為の
届出にあたり、景観指導と併せて
外来種ではなく在来種を植樹する
よう誘導した。

●基準を作成するにあたり、緑の
基本計画と関連させることが望ま
しいことから、その改定に合わせ
検討・協議することが必要。
　植栽の配置には風対策などの目
的があるものもあることから全てを
生物多様性に配慮することは難し
い場合も想定される。このため、地
区計画に具体的に定めることだけ
でなく、運用基準を策定するなど
運用側での検討も必要。

⑧
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

情報収集
助成条件の検討

情報収集
助成条件の検討

助成条件の検討
（継続）

ヒートアイランド対
策助成金交付要
綱の改正

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

助成条件の課題
出し

助成内容の検討

・在来種植栽指
導マニュアル作
成
・助成金割増の
検討・決定

在来種の助成割
増を追加するた
め、ヒートアイラン
ド対策助成金交
付要綱の改正

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

ヒートアイランド対
策助成制度の周
知

調査 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整

公園及び道路に
設置が可能か否
かについて検討

設置可能箇所及
び清水谷公園内
の既設視点場等
の活用方法の検
討

設置可能箇所・
既設視点場の活
用調査の実施

設置可能箇所・既
設視点場の活用
調査の実施

設置可能箇所・既
設視点場の活用
調査の実施

設置可能箇所・既
設視点場の活用
調査の実施

設置可能箇所・既
設視点場の活用
調査の実施

設置可能箇所及
び清水谷公園内
の既設視点場等
の活用方法の検
討

調査検討 調査検討 調査実施 設置検討 設置検討 設置検討 設置検討 設置検討 設置検討

清水谷公園内の
池の生きもの調
査の準備

清水谷公園で予
定する案内板設
置のための生き
もの調査の準備

池清掃実施に合
わせ生物生育状
況調査実施

設置検討 設置検討 設置検討 設置検討 設置検討

情報収集方法に
関する検討

情報収集

・設置方法や支
援策の検討
・区の樹名板設
置状況把握

設置の可能性に
ついて検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置費用等の情
報収集及びその
他設置に関する
検討の実施

設置・維持・活用
に関する情報の
収集

区内のいくつかの
公園をピックアッ
プし、樹名板の設
置状況を把握

設置の可能性に
ついて検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

設置方法や支援
策の検討

４　既存
の制度や
事業に生
物多様性
の視点を
取り込み
ます

⑩
緑化助成制度
の拡充

生物多様性に配慮した屋上緑化や壁
面緑化などの促進のため、ヒートア
イランド対策助成制度を拡充しま
す。

◆環境政策課

区民の緑化に対する助成制度の活
用を推し進めるとともに、生物多様
性の観点から在来種の使用を推進
します。

〇緑化助成の相談の際に、在来
種の活用を案内した。

●引き続き、ヒートアイランド対策
助成を周知し、在来種の植栽を促
進していく必要がある。

５　身近
な生きも
のとふれ
あえる場
所を増や
します

⑪
生きものを観
察できる場所
の整備

緑地帯、公園、河川などに生きもの
を観察できる場所を整備します。

◆道路公園課
生きもの観察できる場所を整備しま
す。

〇清水谷公園内に設置

●規模が小さい公園等が多く、場
所の選定が難しい。

⑫

生きもの案内
板設置事業

生息・生育する生きものなど、身近
な自然を紹介する案内板を設置しま
す。

◆道路公園課
（区有地）

公園内の樹木・草花・生きもの案内
板や樹名板の設置を行います。

〇設置継続

●公園改修時に設置を検討してい
く。

生きもの案内
板設置事業

生息・生育する生きものなど、身近
な自然を紹介する案内板を設置しま
す。

◆環境政策課
（民有地）

事業者等の敷地への案内板の設
置について課題を整理し、以下の
点を含め可能性の有無を検討しま
す。課題は以下の通り。
①情報収集方法
②整備にあたってのメリット・デメ
リットの整理や見本となる案内板の
検討
③生きもの情報の収集・管理・活用
（項目⑲）と合わせて検討

〇設置についての課題や手法に
ついて引き続き検討を行う。

●民有地において生きもの案内板
の設置を求めることは困難な側面
がある。緑化指導の中で、樹名板
の設置についての協力依頼が必
要。
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

ガイド（パンフレッ
ト）の作成

ガイド（パンフレッ
ト）の作成

ガイドブックの内
容を簡素化した
パンフレット作成

継続

ガイドブックの内
容を簡素化した猫
のパンフレットの
作成

周知の実施 継続 継続 継続

素案の作成 チラシの作成
犬の簡易リーフ
レットの素案作成

犬の適正飼育普
及の為のリーフ
レット「犬と幸せに
暮らす」発行・配
布

猫の適正飼育普
及の為のリーフ
レット「猫と幸せに
暮らす」発行・配
布

適正飼育の普及 適正飼育の普及 適正飼育の普及

衛生動物に関す
る情報に加え、特
定外来生物情報
等もホームページ
で提供

継続 継続 継続 継続
愛護動物の遺棄
禁止をホーム
ページで普及

継続 継続 継続

情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 情報提供 普及啓発 普及啓発 普及啓発

検討 実態調査の検討 実態調査
連携による対策
の実施

継続 継続 継続 継続 継続

清水谷公園内の
池の生きもの調
査の準備

清水谷公園内の
池の清掃時に行
う生物調査につ
いての検討

清水谷公園内の
池について生物
生育状況調査を
実施

注意喚起の案内
板等の設置につ
いて検討

注意喚起の案内
板等の設置につ
いて検討

注意喚起の案内
板等の設置につ
いて検討

注意喚起の案内
板等の設置につ
いて検討

国や東京都と連
携し、各種会議等
の場で周知を
行った。

注意喚起の案内
板等の設置につ
いて検討

〇平成２８．２９年度発行の犬およ
び猫のリーフレットを関係団体、動
物病院、保健所窓口等に配布し
た。

●一概に生物多様性といっても保
護動物、愛護動物、野生動物、特
定動物など、複雑な状態にある。
行政側の取扱いがそれぞれ異
なっており、取扱いの範疇や限界
に違いがあるため、対応に苦慮し
ている。

◆地域保健課
【愛護動物の遺
棄等に関する理
解の普及】

愛護動物の遺棄の禁止について
ホームページを活用し、普及啓発に
努める。

〇東京都との連携により対応して
いる。

●愛護動物遺棄の情報周知は
行っているが、ビジネス街等、本来
愛護動物の生息が考えにくい場所
で保護される個体も少なくないこと
から、実際に遺棄をなくすというと
ころまでには至っていない。

◆道路公園課

環境政策課

国や都と連携した外来生物対策を
検討し、実施していきます。
また、外来生物に関する実態調査
を実施します。

〇検討継続

●施設の改修にあわせ、検討して
いく。

６　外来
生物への
対策を実
施し、愛
護動物の
遺棄を禁
止します

⑬

外来生物への
対策や愛護動
物の遺棄の禁
止

オオクチバス、ブルーギル等の特定
外来生物や、在来生物の生息・生育
を脅かすミシシッピアカミミガメ、
アメリカザリガニなどの外来生物の
放逐禁止、愛護動物の遺棄の禁止を
周知徹底させていきます。
また、外堀（弁慶濠、牛込濠、新見
附濠）などで、オオクチバス、ブ
ルーギルなどの特定外来生物の駆除
に、関係機関と連携して取り組みま
す。

◆地域保健課
【動物の適正飼
養ガイドの作
成・配布】

既存のガイドブック（ペットとしあわ
せに暮らす）の内容を、最近の猫を
取り巻く地域状況の変化や動物愛
護法の改正を踏まえたものとし、要
点を絞ったわかりやすいパンフレッ
トを作成する。
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

連携の継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

東京都下水道局
と外堀水質改善
についての協議
の実施

東京都下水道局
と具体策の協議
を進めた。また、
更なる水質改善
のため東京都建
設局河川部と協
議を行った。

・東京都下水道
局による水質改
善事業が平成27
年度に着手

・平成29年度から
東京都建設局に
よる外濠浚渫が
具体化

平成29年度から東
京都建設局により
着手される外濠
（市ヶ谷濠・弁慶濠・
新見附濠・牛込濠）
の浚渫工事の詳細
設計にあたり、飯田
濠の立入調査が行
われ、区は調査結
果を入手した。

・東京都河川部及
び東京メトロと地
下鉄南北線の湧
水を市ヶ谷濠へ
放流することにつ
いて協議を実施。
・東京メトロあて
南北線湧水の活
用に関し要望を
行い、協力する旨
の回答を得た。
・東京都建設局に
よる外濠浚渫用
の送泥管配管工
事が行われた。
(牛込濠、新見附
濠、市ヶ谷濠)

・東京地下鉄(株)
による、南北線湧
水を市ヶ谷濠へ
放流する具体的
計画を整えた。
・浚渫工事を実施
した。(市ヶ谷濠、
新見附濠及び牛
込濠)
・水質改善の検討
を行った。(都5局
による勉強会、
都・関係3区担当
者間打合せ)

・東京地下鉄(株)
による、南北線湧
水を市ヶ谷濠へ
放流実施（水質浄
化）
・下水道局外濠水
質改善のための
貯留管設置及び
引込管路整備に
対する千代田区
との協議の開始
（汚水流入抑制）

・下水道局外濠水
質改善のための
貯留管設置及び
引込管路整備に
対する千代田区
との協議（汚水流
入抑制）及び工事
推進
・東京地下鉄(株)
による、南北線湧
水を市ヶ谷濠へ
放流継続（水質浄
化）

河川・堀の水質
監視

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

河川6か所、堀7
か所の水質検査
を年4回実施し、
結果を関係部署
に情報提供

河川6か所、堀7
か所の水質検査
を年4回実施し、
結果を引き続き
関係部署に情報
提供

・河川6か所、堀7
か所の水質検査
を年4回実施

・結果を引き続き
関係部署に情報
を提供した。

例年と同じく、河
川6か所、濠7か
所において年４
回水質検査を行
い、その結果を
引き続き関係部
署に情報提供し
た。

例年と同じく、河
川6か所、濠7か
所において年5回
水質検査を行い、
その結果を引き
続き関係部署に
情報提供した。

・東京都建設局に
よる外濠浚渫用
の送泥管配管工
事が行われた。
(牛込濠、新見附
濠、市ヶ谷濠)

例年と同じく、河
川６か所、濠７か
所において年４回
水質検査を行い、
その結果を引き
続き関係部署に
情報提供した。

「外濠の水質改善
のための５者連
絡会議」に参加

例年と同じく、河
川６か所、濠７か
所において年４回
水質検査を行い、
その結果を引き
続き関係部署に
情報提供した。
都の「外濠の暫定
的な水質改善対
策」を区が承継す
るための準備を
行った。

助成の継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

助成実績：124頭 助成実績：126頭 助成実績：108頭 助成実績：54頭 助成実績：53頭 助成実績：52頭 助成実績：43頭 助成実績：58頭

実態調査 周知の実施 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

調査実施（千鳥ヶ
淵緑道での猫等
への餌やり等）

児童遊園、公園
等に周知看板等
の設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

適宜児童遊園、
公園等に周知看
板等を設置

８　遺
棄・放逐
された愛
護動物な
どの生息
数を抑制
します

⑮
遺棄・放逐さ
れた愛護動物
などへの対策

公園など区内の緑地に住みつき増え
たことで在来生物の生息・育成にも
影響を及ぼすネコについて、去勢・
不妊手術費助成を継続します。

また、ドバトやコイなど野外に生息
する生きものへの餌やり禁止の周知
徹底と理解を求める働きかけを進め

ます。

◆地域保健課
（助成の継続）

飼い主のいない猫に対する去勢・
不妊手術費用助成事業を継続し、
区内の飼い主のいない猫を減らし
ていきます。

〇水質改善の有効な施策として位
置づけられており、浚渫との併用
でより大きな成果が期待される。

●東京都下水道局が行っている
水質改善事業のため、水質浄化
や水質改善の実態が直接見えづ
らい部分がある。引き続き、東京
都やその他関係機関との連携を
継続し、堀・河川の水質改善に向
けた働きかけを行う。

神田川・日本
橋川・内堀・
外堀の水質改
善

水質調査による監視を継続するとと
もに、環境省（内堀）、東京都（外
堀及び神田川・日本橋川）、その他
関係自治体などとも連携し、汚水流
入抑制、水質浄化など、それらの河
川・堀の水質改善に向けた取組み・
働きかけを継続します。

◆環境政策課
【河川・堀等水
質調査】

環境監視の一環として、水質の環
境基準適合状況と経年変化を把握
するとともに、水質改善の資料とす
るため水質調査を行います。その
結果は関係省庁に情報提供し、必
要に応じ周辺区と連携し、水質改善
の働きかけを行います。

〇河川については、神田川流域６
区による情報交換を定期的に行
い、情報の共有化を図った。濠に
ついては、水質検査結果を環境省
や東京都環境局等へ提供した。

●河川は概ね環境基準を満たして
いるが、濠は参考基準を満たして
いない場合が多い。これは下水の
越流や流入水量の少なさが原因と
考えられる。今後も引き続き、国や
都に対し水質改善のために協力を
求めていく。
当区が「外濠の暫定的な水質改善
対策」を行うには都建設局の財政
面及び技術的支援と、新宿区・港
区の同意が必要である。

７　国や
都、他自
治体と連
携し、河
川・堀の
水質を改
善します ⑭

神田川・日本
橋川・内堀・
外堀の水質改
善

水質調査による監視を継続するとと
もに、環境省（内堀）、東京都（外
堀及び神田川・日本橋川）、その他
関係自治体などとも連携し、汚水流
入抑制、水質浄化など、それらの河
川・堀の水質改善に向けた取組み・
働きかけを継続します。

◆環境まちづく
り総務課
【堀・河川の水
質改善に向けた
働きかけ】

外濠の水質改善のために、東京都
下水道局が行っている水質改善事
業（外濠流域合流式下水道改善整
備事業）、外濠（市ヶ谷濠・弁慶濠・
新見附濠・牛込濠）の浚渫工事に対
し、協力を行います。

〇令和２年度も引き続き、飼い主
のいない猫に対する去勢・不妊手
術事業がスムーズに継続できた。
新型コロナ感染症拡大防止のた
め「ちよだ猫まつり２０２１」はオン
ライン開催となったが、周知の機
会がより広範囲に拡大でき、これ
までと異なる形で広く制度が認知
された。

●去勢・不妊手術事業の継続に関
して、ボランティア団体への支援等
が急務となっている現状にある。

◆道路公園課
公園等での餌やり禁止などの看板
を設置していきます。

〇餌やり等の申告に対し、速やか
に看板等を設置し、餌やり禁止の
周知徹底に努めた。

●周知を進める一方で、その注意
喚起の表現等により苦情が発生す
る場合もあるため、配慮した表現
等が必要。
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

注意喚起 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

餌やりに対する
口頭注意及びポ
スター配布

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりへの
口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

ハトの餌やりに対
し口頭注意やパト
ロール及びポス
ター掲示

1　実施
2　検討

1　実施
2　検討

1　実施・終了
2　検討

2　検討
2　実施
　 更なる検討

2　継続 2　継続 2　継続 2　継続

・CESｸﾗｽⅡ加盟
店舗を消費生活
支援事業の環境
配慮店に指定し
普及啓発活動
　
・活用策の検討

・高山市で製作す
る間伐材を利用し
た割りばしの商品
紹介の実施

・千鳥ヶ淵ボート
場の活用策の検
討

・イベントを通じた
活動は未実施。
商店街の街路灯
ランプＬＥＤ化等
の相談に応じた。

・千鳥ヶ淵ボート
場活用策の検討
を行った。

・千鳥ヶ淵ボート
場の活用策の検
討

・夏季に「千代田
エコめぐりガイド」
を千鳥ヶ淵ボート
場に置き周知。
・千鳥ヶ淵ボート
場の活用策の検
討

・千代田が直面す
る政策課題につ
いて、区と商店街
等が互いの強み
を活かして協働す
ることによりその
解決を目指し、
もって共に魅力あ
るまち「千代田」を
創造することを目
的とし、『魅力ある
まち「千代田」の
創造に向けた商
店街と千代田区と
の協働に関する
協定』を締結し
た。その中で、政
策課題として環境
汚染や地域環境
の美化について
掲げた。
・千鳥ヶ淵ボート
場に水槽を設置
し生き物を展示す
ることで、利用者
にお濠に棲む生
物に触れる機会
を提供した。

・千鳥ヶ淵ボート
場において、「千
代田区エコめぐり
ガイド」及び「千代
田区生きものさが
し２０１９」を配布
し、普及啓発を
行った。

・千鳥ヶ淵ボート
場に水槽を設置
し生き物を展示す
ることで、利用者
にお濠に棲む生
物に触れる機会
を提供した。

・千鳥ヶ淵ボート
場において「千代
田区エコめぐりガ
イド」及び「千代田
区いきものさがし
２０２０」を配布し,
普及啓発を行っ
た。

・シンポジウム開
催

・見学会に向けた
調整の実施

夏・秋の自然観
察会の開催（２回
程度）

自然観察会開催 自然観察会開催 自然観察会開催 自然観察会開催 自然観察会開催

新型コロナウイル
ス感染症の流行
により、自然観察
会は中止。
【代替事業の予
定】
・セミに関する下
敷き作製

新型コロナウイル
ス感染症の流行
により、自然観察
会は中止。
【代替事業の予
定】
・「千代田区でみ
られる身近な水
辺の生きもの」に
ついての下敷き
作製・配布

・シンポジウム開
催

・観察会の開催に
向け関係機関と
協議

・7月と10月に自
然観察会実施

・丸の内さえずり
館、ＥＣＯＭ駿河
台、ＣＥＳ推進協
議会と協議した。

児童館と連携し7
月に2回セミ羽化
観察会を開催

児童館と連携し7・
8月に2回セミ羽化
観察会を開催

7・8月に2回、セミ
羽化観察会と生
きものさがし観察
会を開催

・７、８月に２回、
セミ羽化観察会と
生きものさがし観
察会を開催
・今年度初めての
試みとして、10月
に「秋のどんぐり
観察と生きもの楽
習会」を開催

・７月に２回セミ羽
化観察会を開催
・７月と８月に１回
ずつ生きものさが
し観察会を開催
・10月に「秋のど
んぐり観察と生き
もの楽習会」を開
催

新型コロナウイル
ス感染症の流行
により、自然観察
会は中止。
【代替事業】
・「千代田区でみ
られる身近な地
上の生きもの」に
ついての下敷き
作製・配布

◆環境政策課
苦情対応として、給餌者に対し、ポ
スターや口頭での注意喚起を行い
ます。

〇代替事業として作製した下敷き
については小学校3～6年生に配
布した。

●自然観察会の開催方法につい
て、新型コロナウイルス感染症の
流行に対して有効な対策を講じな
がら行うことを検討する必要があ
る。

〇ハトの餌やりに対する注意喚起
ポスターを掲示し、周知を図った。

●ハトの餌やりは、公道及び公
園、マンション内や駐車場などで
行われ、苦情に繋がっている。ふ
ん害などの被害があるため、それ
ぞれの管理者と協力して苦情対策
を行っている。餌やりを行っている
方も動物愛護の観点から行ってい
ることもあり、一方的な禁止は難し
い側面もある。

９　生物
多様性を
意識し
て、主体
的に行動
できる人
を育てま
す

⑯

生物多様性の
普及啓発の実
施

【重点】

事業者や環境保全団体、大学などと
連携し観察会やシンポジウムなどの
生物多様性の普及啓発に関する各種
イベントを積極的に開催し、区民や
事業者に向けて、日常生活や事業活
動で行える生物多様性の保全につな
がる取組みやその事例などを紹介し
ます。

◆商工観光課

１消費生活支援事業（環境配慮賞）
や商店会イベントを通じ、事業者や
消費者に対し環境配慮行動への取
組みを促す啓発活動を推進する。
２千鳥ヶ淵ボート場について、環境
イベントや環境教育の場としての積
極的活用を、関係部署と連携して
検討していく。

〇度重なる緊急事態などにより感
染症拡大防止の観点から施設を
休場せざるを得ない状況であった
ため、十分な普及啓発はできな
かった。

●新型コロナウイルス感染症拡大
によりボート場は休場している。コ
ロナ禍での普及啓発が課題であ
る。

◆環境政策課

夏休みに小学生を対象に観察会を
開催するなど、幼いころから生物へ
の関心を持つようなきっかけづくり
を行います。
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ちよだ生物多様性推進プラン・事業計画

行　　　動　　　計　　　画 事　　業　　計　　画

資料3

令和4年3月30日

令和3年度第1回千代田区

生物多様性推進会議

自然体験・校外
学習の実施

継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続 継続

①北の丸公園や
新宿御苑への遠
足により自然に触
れる
②嬬恋・軽井沢
等での自然体験
の実施

①北の丸公園や
新宿御苑への遠
足により自然に触
れる
②嬬恋・軽井沢
等での自然体験
の実施

①北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足を通じ、自
然に触れる機会
を持った。
②岩井臨海学
校・嬬恋・軽井沢
等での自然体験
の実施。

①北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足等を通し
て、事前にふれる
機会をもった。
②岩井臨海学
校、嬬恋自然体
験交流教室、大
房岬オリエンテー
ション合宿等にお
いて、自然体験を
行った。

①北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足等を通し
て、事前にふれる
機会をもった。
②岩井臨海学
校、嬬恋自然体
験交流教室、大
房岬オリエンテー
ション合宿等にお
いて、自然体験を
行った。

①北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足等を通し
て、事前にふれる
機会をもった。
②岩井臨海学
校、嬬恋自然体
験交流教室、大
房岬オリエンテー
ション合宿等にお
いて、自然体験を
行った。

①北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足等を通し
て、自然にふれる
機会をもった。
②岩井臨海学
校、嬬恋自然体
験交流教室、大
房岬オリエンテー
ション合宿等にお
いて、自然体験を
行った。

①新型コロナウイ
ルス感染防止対
策を実施しなが
ら、北の丸公園や
新宿御苑などへ
の遠足等を通し
て、自然にふれる
機会をもった。
②宿泊を伴う校
外学習について
は中止している。

情報収集

・四季に応じ見学
会を開催
・連絡会議開催
準備
・ホームページ開
設の検討

連絡会議開催

四季に応じ見学
会の開催

・連絡会議開催

・環境協会と連携
した環境施設見
学ツアー等を企
画

連携会議開催 連携会議開催 連携会議開催 連携会議開催
連携会議開催
予定

環境省皇居外苑
管理事務所と情
報交換実施

丸の内さえずり館
とネットワーク構
築について協議

・丸の内さえずり
館及び三井住友
海上・ＥＣＯＭ駿
河台と協力関係
の構築について
協議

・連絡会議開催
準備

区内大学及び生
物多様性に取り
組む団体・事業所
と連絡会議を開
催

区内大学及び生
物多様性に取り
組む団体・事業所
と連絡会議を開
催

・区内大学と環境
連携会議を開催
・生物多様性大賞
受賞者から寄せ
られた情報を環
境情報誌『エコチ
ヨ2018春号』に掲
載

・区内大学と環境
連携会議を開催

・区内大学と環境
連携会議を開催

・新型コロナウイ
ルス感染症の流
行により、連携会
議は中止。
・事業者提案の生
物多様性に関す
るイベントについ
て、区と共催で実
施した。

情報収集方法の
検討

情報の集約・発
信方法（ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞの活用等）の検
討

情報収集（モニタ
リング調査含む）

情報発信

情報管理・活用

関連した取組みと
連携

継続 継続 継続 継続 継続

大学や企業の取
組みの情報収集

東京都や民間事
業者が主催する
検討会に参加し
情報を収集
千代田学で提案
をしてきた大学と
連携し、生きもの
情報を収集

平成26・27年度
の生きものさがし
の実績を一覧表
で公表

情報収集手段等
を一覧化

平成26～28年度
の生きものさがし
の実績を一覧表
で公表

生きものさがしの
実績をホーム
ページで公表

継続 継続 継続

調査方法の構築
手引書作成
試行の実施

モニタリング調査
の実施

継続 継続 継続 継続 継続

継続

新規に、調査ガイ
ドを活用した「調
査隊」の参加者を
募集する。

継続

調査方法を確定
（事項調査、調査
様式及び手引き
を作成）

・調査ガイドを作
成・配布し6月～
10月に調査を実
施
・その結果を1月
にホームページ
等で公表した。

調査ガイドを作
成・配布し調査を
実施（6月～10
月）
参加者数及び報
告数は前年より
大幅増
ホームページ等
で結果公表（1月）

調査実施（6月～
10月）
ホームページ等で
結果公表（1月）

調査実施（6月～
10月）
ホームページ等で
結果公表（2月）

調査実施（6月～
10月）
ホームページ等で
結果公表（2月）

調査実施（6月～
10月）
ホームページ等で
結果公表（2月）

調査実施（6月～
10月）
ホームページ等で
結果公表（2月）

⑰ 体験学習の充実

幼稚園、子ども園、小学校、中学
校・中等教育学校において、校外学
習などを通して自然に触れ合う機会
を充実し、生きものを大切にする心
や態度を育成します。

◆指導課

幼稚園、こども園においては、北の
丸公園などへの遠足、小学校・中
学校・中等教育学校においては、嬬
恋や岩井、大房岬の移動教室での
自然に触れ合う機会や動植物に触
れる体験活動を通し、生きものを大
切にする心や態度を育成していま
す。宿泊行事については、より適切
な実施場所を検討・体系化しまし
た。

〇コロナ禍における緊急事態宣言
や、まん延防止等重点措置の内
容によって、当初計画していた教
育目的を達成できるよう、行先・実
施日・体験時間の変更をし、各種
体験を実施した。嬬恋自然体験交
流教室で予定していた交流先と
は、野菜の収穫の様子を動画で紹
介したり、収穫物を送付してもらっ
たりして学習を継続した。

●緊急事態宣言や、まん延防止
等重点措置が実施されることで、
営業停止となる施設が多いため、
都内で自然体験、または、同等の
教育効果が見込まれる代替案に
ついて、調査・検討を進めていく必
要がある。

９　生物
多様性を
意識し
て、主体
的に行動
できる人
を育てま
す

〇身近な生きものに対して関心を
もってもらう機会を提供出来てい
る。新規に募集した調査隊につい
ても好評で、生きものさがしに対す
る感想を多くいただいた。

●より多くの方にご参加いただくた
め、「生きものさがしガイド」「地球
環境学習のチャレンジ集」のほか
アプリを活用するなど他の手段を
検討する必要がある。

〇事業者と連携しながら、イベント
「探してみよう！秋の植物、昆虫、
鳥　つくってみよう！生きものＭＡ
Ｐ」の開催に向けて広報紙で情報
発信ができた。

●大学以外の事業者・団体等にも
連携を拡大し、様々な視点からの
情報を共有する場とする必要があ
る。

⑲
生きもの情報
の収集・管
理・活用

大学・教育機関と連携し、区内の生
物情報を収集・管理・蓄積すること
で、だれもが千代田区の生物多様性
に関する情報を取得できるような環
境づくりを目指します。
また、収集・管理した生きもの情報
を集約し、生物多様性に関する地域
情報として公表し、共有すること
で、千代田区の生きものの分布や生
物多様性の現状を分かりやすく伝え
ていきます。

◆環境政策課

以下の課題についての検討を進
め、平成27年度からの情報収集と
情報発信をめざします。
①情報収集方法
②情報集約方法
③情報発信方法
④関連する取組み（⑱⑳など）との
連携

○情報収集手段、参加者の年齢、
見つけた生きものの種類別等の公
表を行うことにより、経年変化がわ
かるような情報発信ができた。

●外部の人も活用できる「生デー
タ」の公開や、蓄積された生きもの
さがしの情報の活用方法等を検討
する必要がある。

10　生
物多様性
に関する
様々な情
報・技術
を収集・
発信・共
有します

⑱

主体間の情報
ネットワーク
の構築

【重点】

事業者やその他主体と連携・協力
し、各主体横断の連絡会などによっ
て主体間のネットワークを構築しま
す。
また、区内のだれもが、区内の生き
ものの生育・生息情報、事業者の生
物多様性に関する取組み事例、観察
会や環境イベントなどの情報を、発
信、共有、活用できるシステムを構
築します。

◆環境政策課

環境省や都及び事業者・区内の大
学などを中心として、生物多様性の
情報交換を行うネットワークを構築
し、定期的な情報発信を行います。

⑳
区民参加型モ
ニタリング調
査

区民参加型モニタリング調査を実施
し、千代田区の生物多様性の現状と
推進プランの進捗状況について
チェックしていきます。

◆環境政策課

特定の生物（指標種）を同じ調査手
法で長期にわたり調査し、その変化
を把握するモニタリング調査を区民
参加で平成26年度から実施しま
す。特に以下の点を考慮します。
①身近で親しみやすい指標種の選
定
②わかりやすい手引書の作成
③データの活用方法
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